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4. 道路整備の基本方針 
(1) 基本方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

基本方針Ⅳ 地域の発展を図る道路整備 
本市は、旧５町の合併により誕生し、各地域によって特色を持っている。都市全体としての一

体性を確保しつつ、各地域の特色を発揮することが必要である。また、地域の産業振興などによ

って、地域の発展を促進することも求められる。 

各地域の地場産業や地域資源を活かした観光・文化交流の活発化、多様な産業の創造を図るた

め、新名神高速道路による広域アクセス機能の強化・アピールを行うとともに、地域の賑わいを

創出する道づくりや ICT 等活用に取り組む。 

 ◆産業活性化を担う道路整備（⑪  1  24 25 27 ） 

 ◆甲賀をアピールする道づくり（⑫ 10 60 ） 

 ◆にぎわい創出を図る道づくり（ほこみち）（⑬ 20 41 ） 

 ◆ICT 等の活用による道づくり（⑭ 14 21 ） 

基本方針Ⅲ よりよい生活環境の確保を図る道路整備 
道路は、自動車や歩行者・自転車の通行を処理する機能に加えて、円滑な公共交通サービス

（バス等）の提供や緑化や景観形成などの空間機能も有している。公共交通サービスの充実は、

自動車交通の低減による渋滞の緩和に繋がるとともに、移動手段を持たない子どもや高齢者等の

外出支援にも繋がる。また、本市の土地利用は、山林や田畑の自然的土地利用の割合が高く、豊

かな自然環境・景観を有しており、これらとの調和・保全が求められる。 

よりよい生活環境の確保を図るため、拠点間を結ぶ公共交通の定時性や快適性等の確保、地域

の景観と調和し、自然環境・生活環境の保全を図る道路整備を推進する。 

 ◆公共交通を支える道路整備（⑧ ⑨  1  18 34 35 53 56 58 59 ） 

 ◆緑化や景観整備、環境保全の道路整備（⑩ 15 17 62 63 ） 

 ◆交通施設やライフラインの収容空間（ 5 ） 

基本方針Ⅰ 地域交通ネットワークの形成を図る道路整備 
本市は、新名神高速道路と国道 1 号により広域的な交通ネットワークが形成され、市内では格

子状の国道、主要地方道・県道等により、周辺都市や市内各地域間と連絡する。 

本市の将来都市像の実現に向け、市内各地域の発展を支えるため、本市と周辺都市を結ぶ広域

的な交通ネットワークの機能を強化するとともに、市内の拠点間を効率的に結ぶ南北方向の幹線

道路網及び拠点へのアクセスを担う道路網の形成を図る。 

 ◆国土幹線軸を形成する道路とアクセス道路の整備 
（① 1  2  6  11 23 29 31 36 45 61 ） 

 ◆地域連携を強化する主要な幹線道路の整備（② 12 25 32 37 39 43 46 55 57 ） 

 ◆市街地を支える道路の整備（③ 7  25 38 51 52 ） 

道路整備の基本方針 

基本方針Ⅱ 安全・安心に暮らせる道路整備 
本市は、山間地域に既成市街地や集落が点在しているため、近年頻発する災害や異常気象等に

備えることが、安心して生活していくうえで不可欠となっている。また、少子高齢化の進行が著

しく、子育て世代の定住促進や高齢者が安全・安心に暮らせるまちづくりと都市機能・環境の整

備が必要である。 

市民が安全・安心に暮らせる居住環境を構築するため、幹線道路の信頼性を確保し、既成市街

地や集落内道路の防災性を高めるとともに、誰もが安心して外出できる歩行環境や自転車走行環

境の整備を推進する。 

 ◆災害時の交通機能確保（⑦  1  3  4  13 22 30 44 47 50 ） 

 ◆防災性を高める狭隘道路の拡幅整備（④ 22 30 40 49 ） 

 ◆安全で快適な歩行者空間の整備（⑤ ⑥  8  16 19 26 41 48 54 ） 

 ◆自転車走行区間の確保とネットワークの構築（⑤ ⑥  8  16 19 27 42 48 54 ） 

※課題の○数字と方針の○数字が概ね連携している内容を示します。 
※上位・関連計画の□数字と方針の□数字が概ね連携している内容を示します。 

 

道路整備アクションプログラム（県）（Ｐ84） 

22 災害に強い道路整備 

23 広域的な連携を強化するネットワークの整備 

24 物流を支えるネットワークの整備 

25 渋滞のないスムーズなネットワークの整備 

26 安全・安心な道路空間の創出 

27 自転車走行環境の整備 

国土強靭化計画（市）（Ｐ88） 

43 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

44 災害時等に輸送路となる幹線道路等の安全性向上 

45 国・県道、バイパスの整備の推進 

国土利用計画（市）（Ｐ89） 

46 地域間の交流・連携の促進 

47 災害時における輸送の多重性・代替性の確保 

48 ユニバーサルデザインや歩行者、自転車交通への配慮 

49 道路の安全性、快適性を確保 

50 防災機能の向上 

道路整備マスタープラン（県）（Ｐ83） 
11 産業活動や地域交流を支える道路整備 

12 拠点間のアクセス性を高める道路整備 

13 気候変動等に対応した道路整備 

14 新技術に適応した道路交通情報システムの構築 

15 環境負荷の軽減 

16 人中心の道路空間創出 

17 街並みや沿道環境に調和した道路空間の整備 

18 マイカーに頼りすぎない道路整備 

19 誰もが利用しやすく、人に優しい道路整備 

20 にぎわいと交流の場の創出 

21 ICT 等の活用による効率的で利便性の高い交通の確保 

滋賀の都市計画（県）（Ｐ79） 

6 主要幹線道路の充実・強化 

7 市街地を支える道路網の形成 

8 人に優しい交通ネットワークの形成 

9 暮らしやすい生活道路道路網の整備 

10 地域特性を活かした道路環境の整備 

国土強靭化計画（県）（Ｐ78） 

2 主要幹線道路等ネットワークの整備 

3 緊急輸送道路等ネットワークの整備 

4 道路斜面対策の推進 

5 無電柱化対策の推進 

基本構想（県）（Ｐ77） 

1 社会インフラの整備とコンパクトで移動・交流しや

すいまちづくり 

甲賀市立地適正化計画（市）（Ｐ90） 

51 居住環境を向上させるための交通施策や基盤整備事業等の整備 

52 都市機能へのアクセス性の向上等利用環境の向上 

53 交通拠点としての高次な都市機能を持つ拠点形成 

交通安全計画（市）（Ｐ91） 

54 生活に密着した身近な道路等における人優先の安全・安心な通

行空間の整備 

55 幹線道路の交通安全対策及び交通安全施設の充実 

56 公共交通機関、自転車利用環境の整備 

地域公共交通計画（市）（Ｐ92） 

57 広域幹線網の利便性の確保と利用促進及び、地域間幹線・支線

の維持と効率化 

58 公共交通サービスの展開 

観光振興計画（市）（Ｐ93） 

59 公共交通と連携した観光振興 

60 周遊型観光メニューの造成 

61 広域な地域ツーリズムの推進 

景観計画（市）（Ｐ94） 

62 地域景観と調和した沿線景観の形成 

63 秩序ある沿線景観の形成と広がりのある道路空間の創出 

総合計画（市）（Ｐ86） 

31 広域幹線道路の活用促進 

32 市道（幹線道路網）の整備 

33 生活道路等の整備と維持管理 

34 地域公共交通網の再編と利便性向上 

35 鉄道利用環境の改善・整備 

新広域道路交通ビジョン（県）（Ｐ85） 

28 産業活動を支援する道路整備 

29 地域間交流・地域振興を支援する道路整備 

30 平常時・災害時を問わない信頼性の高い道路整備 

上位関連計画 

都市計画マスタープラン（市）（Ｐ87） 

36 国土幹線道路とアクセス道路の整備 

37 地域連携を強化する主要な幹線道路の整備 

38 市街地を支える道路の再編及び整備 

39 幹線市道の計画的整備 

40 既成市街地などの狭隘道路の拡幅整備 

41 楽しく歩ける歩行者空間の整備 

42 自転車走行空間の確保とネットワーク構築 



97 

(2) 将来の望ましい道路網 

1) 幹線道路網の機能分類 

甲賀市における現在の将来の望ましい道路網を設定する。 

将来の望ましい道路網の設定にあたっては、「近江の道づくりマニュアル（案）（令和 2 年 4 月，滋賀県）」を参考に、道路の機能分類を明確にしたうえで、設定する。 

表－道路の機能分類 

分類 機能 定義 

主要幹線道路 他府県と連絡する道路 
○高速道路 

○直轄国道 

幹線道路 市町間を連絡するなど主要幹線道路を補完する道路 

○補助国道 

○県道、市町道で、交通量がおおむね１万台／日以上、かつ、当該区間の総交通量のうち土木事務所の管境を越える交通量

が 50%以上の区間 

補助幹線道路 市町間および幹線道路間を連絡するなど幹線道路を補完する道路 

○県道、市町道で、交通量がおおむね 4,000 台／日～１万台／日の区間 

○県道、市町道で、交通量がおおむね１万台以上、かつ、当該区間の総交通量のうち土木事務所の管境を越える交通量が 50%

未満の区間 

地域道路 上記以外の道路 ○交通量がおおむね 4,000 台／日未満の区間 

 
図－道路の機能分類 

出典：「近江の道づくりマニュアル（案）（令和 2 年 4 月，滋賀県）」資料編：機能分類別道路網図（H28.9 作成） 
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2) 将来の望ましい道路網のイメージ 

道路整備の基本方針及び幹線道路網の機能分類を踏まえた将来の望ましい道路網のイメージを以下に示す。 

 

図－将来の望ましい道路網のイメージ  
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3) 将来の望ましい道路網の設定 

甲賀市における将来の望ましい道路網を以下のように設定する。 

 

図－将来の望ましい道路網【甲賀市全体】  

※現状での整備有無の区分なし 

名神名阪連絡道路について、具体的なルート、位置等を規定するものではありません
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図－将来の望ましい道路網【水口地域】  

※現状での整備有無の区分なし 
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図－将来の望ましい道路網【土山地域】  

※現状での整備有無の区分なし 
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図－将来の望ましい道路網【甲賀地域】  

※現状での整備有無の区分なし 
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図－将来の望ましい道路網【甲南地域】  ※現状での整備有無の区分なし 
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図－将来の望ましい道路網【信楽地域】  ※現状での整備有無の区分なし 




